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お 知 ら せ

平成25年6月28日付け三重県公報号外に教育委員会関係条例が次のように掲載されました。

副 知 事 等 の 給 与 の 臨 時 特 例 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 五 年 六 月 二 十 八 日

三 重 県 知 事 鈴 木 英 敬

三 重 県 条 例 第 六 十 一 号

副 知 事 等 の 給 与 の 臨 時 特 例 に 関 す る 条 例

（ 目 的 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 県 の 厳 し い 財 政 状 況 を 考 慮 し 、 平 成 二 十 五 年 七 月 一 日 か ら 平 成 二 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で

の 間 （ 以 下 「 特 例 期 間 」 と い う 。 ） に お い て 、 副 知 事 、 教 育 長 、 常 勤 の 監 査 委 員 、 公 営 企 業 管 理 者 及 び 職 員 の

給 与 を 減 額 す る た め の 特 例 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。

（ 副 知 事 の 給 料 の 額 の 特 例 ）

第 二 条 特 例 期 間 に お い て は 、 副 知 事 の 給 料 の 額 は 、 知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 五

年 三 重 県 条 例 第 五 十 三 号 ） 第 一 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 の 副 知 事 の 月 額 か ら 、 そ の 百 分 の 十 五 に 相 当 す る

額 を 減 じ て 得 た 額 と す る 。 た だ し 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 の 額 の 算 定 に つ い て の 給 料 月 額 は 、 同 条 の 規 定 に よ

る 額 と す る 。

（ 教 育 長 の 給 料 の 額 の 特 例 ）

第 三 条 特 例 期 間 に お い て は 、 教 育 長 の 給 料 の 額 は 、 三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三

年 三 重 県 条 例 第 六 号 ） 第 二 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 月 額 か ら 、 そ の 百 分 の 十 に 相

当 す る 額 を 減 じ て 得 た 額 と す る 。 た だ し 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 の 額 の 算 定 に つ い て の 給 料 月 額 は 、 同 条 の 規

定 に よ り 定 め ら れ る 額 と す る 。

（ 常 勤 の 監 査 委 員 の 給 料 の 額 の 特 例 ）

第 四 条 特 例 期 間 に お い て は 、 常 勤 の 監 査 委 員 の 給 料 の 額 は 、 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 の

給 与 及 び 旅 費 条 例 （ 昭 和 二 十 二 年 三 重 県 条 例 第 十 九 号 ） 第 一 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 の 規 定 に よ り 定 め ら

れ る 月 額 か ら 、 そ の 百 分 の 十 に 相 当 す る 額 を 減 じ て 得 た 額 と す る 。 た だ し 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 の 額 の 算 定

に つ い て の 給 料 月 額 は 、 同 条 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 額 と す る 。

（ 公 営 企 業 管 理 者 の 給 料 の 額 の 特 例 ）

第 五 条 特 例 期 間 に お い て は 、 公 営 企 業 管 理 者 の 給 料 の 額 は 、 公 営 企 業 管 理 者 の 給 与 及 び 旅 費 条 例 （ 昭 和 四 十 一

年 三 重 県 条 例 第 五 十 九 号 ） 第 一 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 月 額 か ら 、 そ の 百 分 の 十

に 相 当 す る 額 を 減 じ て 得 た 額 と す る 。 た だ し 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 の 額 の 算 定 に つ い て の 給 料 月 額 は 、 同 条

の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 額 と す る 。

（ 職 員 の 給 料 及 び 管 理 職 手 当 の 月 額 の 特 例 ）

第 六 条 特 例 期 間 に お い て は 、 職 員 （ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 。 以 下 「 職
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員 の 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 に 規 定 す る 職 員 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例

第 十 号 。 以 下 「 公 立 学 校 職 員 の 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 員 、 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の

種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 十 二 号 。 以 下 「 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 条 例 」 と い う 。 ）

第 一 条 に 規 定 す る 職 員 、 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 年 三 重 県 条 例 第 五 十

号 。 以 下 「 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 一 条 に 規 定 す る 職 員 、 現 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基

準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 現 業 職 員 の 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 一 条 に 規 定 す る

現 業 職 員 及 び 県 立 高 等 学 校 等 の 現 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 。

以 下 「 県 立 高 等 学 校 等 の 現 業 職 員 の 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 一 条 に 規 定 す る 現 業 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 給

料 の 月 額 は 、 職 員 の 給 与 条 例 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 条 例 第 十 号 。

以 下 「 平 成 十 八 年 改 正 職 員 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 条 例 、 公 立

学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 条 例 第 三 十 二 号 。 以 下 「 平 成 十 八 年 改

正 公 立 学 校 職 員 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で 、 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 条 例 、 病 院 事 業 庁 企

業 職 員 の 給 与 条 例 、 現 業 職 員 の 給 与 条 例 、 県 立 高 等 学 校 等 の 現 業 職 員 の 給 与 条 例 、 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に

関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 次 条 に お い て 「 職 員 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 六 条 第 三 項 、 公

立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 。 次 条 に お い て 「 公 立 学 校 職 員 勤 務

時 間 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 六 条 第 三 項 、 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭

和 六 十 三 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 外 国 派 遣 条 例 」 と い う 。 ） 第 四 条 第 一 項 、 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣

等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 六 十 六 号 。 以 下 「 公 益 的 法 人 等 派 遣 条 例 」 と い う 。 ） 第 四 条 、 職 員

の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 三 重 県 条 例 第 三 十 六 号 。 次 条 に お い て 「 職 員 懲 戒 条 例 」 と

い う 。 ） 第 四 条 並 び に 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 育 児 休 業 条 例 」 と

い う 。 ） 第 十 七 条 か ら 第 十 九 条 ま で 、 第 二 十 三 条 か ら 第 二 十 五 条 ま で 及 び 第 二 十 九 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ

れ ら の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 額 か ら 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 額 の 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 に

相 当 す る 額 （ 当 該 相 当 す る 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 減 じ て 得 た 額 と す る 。

一 職 員 の 給 与 条 例 第 六 条 の 二 に 規 定 す る 特 定 職 員 百 分 の 十

二 職 員 の 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 管 理 職 員 （ 次 号 に お い て 「 特 定 管 理 職 員 」 と い う 。 ） で

あ っ て 、 職 員 の 給 与 条 例 第 六 条 第 一 項 第 一 号 の 行 政 職 給 料 表 （ 以 下 こ の 号 及 び 第 五 号 に お い て 「 行 政 職 給 料

表 」 と い う 。 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 九 級 以 上 で あ る も の 並 び に 行 政 職 給 料 表 以 外 の 各 給 料

表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 程 度 等 が こ れ に 相 当 す る も の の う ち 前 号 に 掲 げ る

職 員 以 外 の も の 百 分 の 九 ・ 五

三 特 定 管 理 職 員 の う ち 前 二 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員 百 分 の 八

四 職 員 の 給 与 条 例 第 十 七 条 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 条 例 第 二 十 二 条 の 二 、 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 条 例 第 十 条 及

び 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 条 例 第 十 四 条 の 規 定 に よ り 管 理 職 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 の う ち 前 三 号 に 掲 げ る

職 員 以 外 の 職 員 百 分 の 七 ・ 五

五 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 三 級 以 上 で あ る も の 並 び に 行 政 職 給 料 表 以 外 の 各 給 料

表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 程 度 等 が こ れ に 相 当 す る も の の う ち 前 各 号 に 掲 げ

る 職 員 以 外 の も の 百 分 の 五 ・ 九

六 前 各 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員 百 分 の 三 ・ 九

２ 特 例 期 間 に お い て は 、 職 員 の 給 与 条 例 第 十 七 条 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 条 例 第 二 十 二 条 の 二 、 企 業 庁 企 業 職 員

の 給 与 条 例 第 十 条 及 び 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 条 例 第 十 四 条 の 規 定 に よ り 管 理 職 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 の 管

理 職 手 当 の 月 額 は 、 こ れ ら の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 額 か ら 、 そ の 百 分 の 十 に 相 当

す る 額 （ 当 該 相 当 す る 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 減 じ て 得 た 額 と す る 。

（ 任 期 付 職 員 等 の 給 料 の 月 額 の 特 例 ）

第 七 条 特 例 期 間 に お い て は 、 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 。

以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 任 期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 四 条 に 規 定 す る 特 定 任 期 付 職 員 （ 以 下 こ の 条 に

お い て 「 特 定 任 期 付 職 員 」 と い う 。 ） 及 び 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条

例 第 七 十 二 号 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 任 期 付 研 究 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 条 に 規 定 す る 第 一 号 任 期 付

研 究 員 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 一 号 任 期 付 研 究 員 」 と い う 。 ） の 給 料 の 月 額 は 、 任 期 付 職 員 条 例 、 任 期 付 研

究 員 条 例 、 職 員 勤 務 時 間 条 例 第 十 六 条 第 三 項 、 公 立 学 校 職 員 勤 務 時 間 条 例 第 十 六 条 第 三 項 、 外 国 派 遣 条 例 第 四

条 第 一 項 、 公 益 的 法 人 等 派 遣 条 例 第 四 条 、 職 員 懲 戒 条 例 第 四 条 並 び に 育 児 休 業 条 例 第 二 十 条 、 第 二 十 一 条 及 び

第 二 十 九 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 額 か ら 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 額 の 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 に 相 当 す る 額 （ 当 該 相 当 す る 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り

捨 て た 額 ） を 減 じ て 得 た 額 と す る 。
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一 そ の 号 給 が 六 号 給 及 び 七 号 給 で あ る 特 定 任 期 付 職 員 、 任 期 付 職 員 条 例 第 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額

を 支 給 さ れ る 特 定 任 期 付 職 員 、 そ の 号 給 が 六 号 給 で あ る 第 一 号 任 期 付 研 究 員 並 び に 任 期 付 研 究 員 条 例 第 五 条

第 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 を 支 給 さ れ る 第 一 号 任 期 付 研 究 員 百 分 の 九 ・ 五

二 そ の 号 給 が 五 号 給 で あ る 特 定 任 期 付 職 員 並 び に そ の 号 給 が 四 号 給 及 び 五 号 給 で あ る 第 一 号 任 期 付 研 究 員

百 分 の 八

三 そ の 号 給 が 四 号 給 で あ る 特 定 任 期 付 職 員 及 び そ の 号 給 が 三 号 給 で あ る 第 一 号 任 期 付 研 究 員 百 分 の 七 ・ 五

四 そ の 号 給 が 三 号 給 以 下 で あ る 特 定 任 期 付 職 員 並 び に そ の 号 給 が 一 号 給 及 び 二 号 給 で あ る 第 一 号 任 期 付 研 究

員 百 分 の 五 ・ 九

（ 適 用 除 外 ）

第 八 条 職 員 の 給 与 条 例 に 規 定 す る 給 料 の 調 整 額 及 び 手 当 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 条 例 に 規 定 す る 給 料 の 調 整 額 、

教 職 調 整 額 及 び 手 当 、 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 条 例 に 規 定 す る 手 当 、 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 条 例 に 規 定 す る

給 料 の 調 整 額 及 び 手 当 、 任 期 付 職 員 条 例 第 四 条 第 四 項 に 規 定 す る 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 、 任 期 付 研 究 員 条 例

第 五 条 第 五 項 に 規 定 す る 任 期 付 研 究 員 業 績 手 当 、 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例

第 二 十 九 号 ） に 規 定 す る 特 殊 勤 務 手 当 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ）

に 規 定 す る 退 職 手 当 並 び に 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 一 号 ） に 規 定 す

る 退 職 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 及 び 管 理 職 手 当 の 月 額 に つ い て は 、 前 二 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 副 知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 廃 止 ）

２ 副 知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ） は 、 廃 止 す る 。

（ 公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 の 額 の 特 例 ）

３ こ の 条 例 の 施 行 の 日 の 前 日 に お い て 前 項 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 副 知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 附 則 第 二

項 又 は 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い た 職 員 の 平 成 二 十 五 年 十 二 月 に 支 給 さ れ る 期 末 手 当 の 額 は 、 職 員 の 給 与

条 例 、 平 成 十 八 年 改 正 職 員 給 与 条 例 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で 及 び 第 十 二 項 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 条 例 、 平 成

十 八 年 改 正 公 立 学 校 職 員 給 与 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 十 項 ま で 、 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 条 例 、 病 院 事 業 庁 企 業 職

員 の 給 与 条 例 、 現 業 職 員 の 給 与 条 例 、 県 立 高 等 学 校 等 の 現 業 職 員 の 給 与 条 例 、 外 国 派 遣 条 例 第 四 条 第 一 項 、 公

益 的 法 人 等 派 遣 条 例 第 四 条 並 び に 育 児 休 業 条 例 第 十 八 条 、 第 十 九 条 及 び 第 二 十 三 条 か ら 第 二 十 五 条 ま で の 規 定

に か か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 額 か ら 、 前 項 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 副 知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関

す る 条 例 の 規 定 に よ り 平 成 二 十 五 年 六 月 に 支 給 し た 給 料 の 月 額 か ら 減 じ た 額 を 減 じ て 得 た 額 と す る 。

（ 委 任 ）

４ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 同 項 に 規 定 す る 職 員 と の 均 衡 を 考 慮 し て 知 事 が 別 に 定 め る 者 の 給 与 の 特 例 に 関 し

必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

三 重 県 総 合 博 物 館 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 五 年 六 月 二 十 八 日

三 重 県 知 事 鈴 木 英 敬

三 重 県 条 例 第 六 十 四 号

三 重 県 総 合 博 物 館 条 例

（ 設 置 ）

第 一 条 三 重 の 自 然 並 び に 歴 史 及 び 文 化 に 関 す る 資 産 を 保 全 し 、 継 承 し 、 及 び 次 代 へ 生 か す と と も に 、 地 域

社 会 を 支 え る 人 づ く り 及 び 個 性 豊 か で 活 力 あ る 地 域 づ く り に 貢 献 す る た め 、 博 物 館 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第

二 百 八 十 五 号 ） 第 十 八 条 の 規 定 に 基 づ き 、 三 重 県 総 合 博 物 館 （ 以 下 「 博 物 館 」 と い う 。 ） を 津 市 に 設 置 す る 。

（ 事 業 ）

第 二 条 博 物 館 に お い て は 、 次 の 事 業 を 行 う 。

一 博 物 館 が 収 集 し 、 保 管 し 、 又 は 展 示 す る 資 料 （ 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ

て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ た 記 録 を い う 。 ） を 含 む 。 以 下 「 博 物 館 資 料 」 と い う 。 ） を 収 集 し 、

保 管 し 、 展 示 し 、 及 び 一 般 の 利 用 に 供 す る こ と 。

二 三 重 の 自 然 並 び に 歴 史 及 び 文 化 に 関 す る 資 産 に つ い て の 調 査 研 究 を 行 う こ と 。

三 三 重 の 自 然 並 び に 歴 史 及 び 文 化 に 関 す る 資 産 に つ い て の 講 演 会 、 観 察 会 、 見 学 会 等 を 行 う こ と 。
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四 公 文 書 館 法 （ 昭 和 六 十 二 年 法 律 第 百 十 五 号 ） の 趣 旨 に の っ と り 、 県 が 保 有 し て い た 歴 史 資 料 と し て 重 要 な

公 文 書 そ の 他 の 記 録 を 博 物 館 資 料 と し て 保 存 し 、 展 示 し 、 及 び 一 般 の 利 用 に 供 す る と と も に 、 こ れ に 関 連 す

る 調 査 研 究 を 行 う こ と 。

五 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 三 重 県 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 教 育 委 員 会 」 と い う 。 ） が 必 要 と 認 め る 事 業 を 行

う こ と 。

（ 休 館 日 ）

第 三 条 博 物 館 の 休 館 日 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 教 育 委 員 会 が 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 こ れ を 変 更

し 、 又 は 別 に 休 館 日 を 定 め る こ と が で き る 。

一 月 曜 日 （ こ の 日 が 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ） に 定 め る 休 日 （ 以 下 こ の 号

に お い て 「 休 日 」 と い う 。 ） に 当 た る と き は 、 そ の 翌 日 以 後 の 最 初 の 休 日 で な い 日 ）

二 十 二 月 二 十 九 日 か ら 翌 年 の 一 月 三 日 ま で の 日

（ 開 館 時 間 等 ）

第 四 条 博 物 館 の 開 館 時 間 （ 第 三 項 に お い て 「 開 館 時 間 」 と い う 。 ） は 、 午 前 九 時 か ら 午 後 七 時 ま で と す る 。 た だ し 、

入 館 で き る 時 間 （ 第 三 項 に お い て 「 入 館 時 間 」 と い う 。 ） は 、 午 後 六 時 三 十 分 ま で と す る 。

２ 博 物 館 の 施 設 及 び 設 備 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い う 。 ） を 利 用 す る こ と が で き る 時 間 （ 次 項 に お い て 「 利 用 時 間 」

と い う 。 ） は 、 別 表 第 一 の と お り と す る 。

３ 教 育 委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 開 館 時 間 、 入 館 時 間 及 び 利 用 時 間 を 変 更 す る こ と が で き る 。

（ 指 示 ）

第 五 条 館 長 は 、 博 物 館 資 料 又 は 施 設 等 の 保 全 、 館 内 の 秩 序 維 持 そ の 他 博 物 館 の 管 理 上 必 要 が あ る と 認 め る と き

は 、 展 示 さ れ た 博 物 館 資 料 の 観 覧 者 （ 第 七 条 の 手 続 を し た 者 を い う 。 以 下 「 観 覧 者 」 と い う 。 ） 、 博 物 館 資 料 の

利 用 者 （ 第 八 条 の 許 可 を 受 け た 者 を い う 。 第 十 一 条 及 び 第 十 三 条 に お い て 同 じ 。 ） 、 施 設 等 の 利 用 者 （ 第 九 条 の

許 可 を 受 け た 者 を い う 。 第 十 一 条 及 び 第 十 三 条 に お い て 同 じ 。 ） そ の 他 の 関 係 者 に 対 し 必 要 な 指 示 を す る こ と

が で き る 。

（ 入 館 の 制 限 ）

第 六 条 館 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し て は 、 そ の 入 館 を 拒 否 し 、 又 は 退 館 を 命 じ る こ と が で

き る 。

一 め い て い 者 等 他 人 に 危 害 又 は 迷 惑 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 者

二 博 物 館 資 料 又 は 施 設 等 を 損 傷 す る お そ れ の あ る 者

三 前 二 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 こ の 条 例 若 し く は こ れ に 基 づ く 教 育 委 員 会 規 則 に 違 反 し 、 又 は 第 五 条 の 指 示 に

従 わ な か っ た 者

（ 観 覧 の 手 続 ）

第 七 条 博 物 館 に 入 館 し 、 展 示 さ れ た 博 物 館 資 料 を 観 覧 し よ う と す る 者 は 、 教 育 委 員 会 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ

り 、 観 覧 の 手 続 を し な け れ ば な ら な い 。

（ 博 物 館 資 料 の 閲 覧 等 の 許 可 ）

第 八 条 博 物 館 資 料 の 閲 覧 、 撮 影 等 を し よ う と す る 者 は 、 教 育 委 員 会 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

（ 施 設 等 の 利 用 の 許 可 ）

第 九 条 施 設 等 を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 教 育 委 員 会 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

（ 許 可 の 条 件 等 ）

第 十 条 教 育 委 員 会 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 前 二 条 の 許 可 を 与 え な い も の と す る 。

一 公 益 を 害 し 、 又 は 善 良 な 風 俗 を 乱 す お そ れ が あ る と き 。

二 博 物 館 資 料 又 は 施 設 等 を 損 傷 す る お そ れ が あ る と き 。

三 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 二 号 に 規

定 す る 暴 力 団 を い う 。 次 条 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ） の 利 益 に な る と 認 め ら れ る と き 。

四 博 物 館 の 事 業 の 実 施 に 支 障 を 来 す お そ れ が あ る と き 。

２ 教 育 委 員 会 は 、 博 物 館 資 料 に 個 人 に 関 す る 情 報 そ の 他 の 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 情 報 が 記 録 さ れ て い る 場 合

に は 、 第 八 条 の 許 可 を 与 え な い こ と が で き る 。

３ 教 育 委 員 会 は 、 前 二 条 の 許 可 に 博 物 館 の 管 理 上 必 要 な 条 件 を 付 け る こ と が で き る 。

（ 許 可 の 取 消 し ）

第 十 一 条 教 育 委 員 会 は 、 博 物 館 資 料 の 利 用 者 又 は 施 設 等 の 利 用 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 第

八 条 若 し く は 第 九 条 の 許 可 を 取 り 消 し 、 又 は 博 物 館 資 料 の 閲 覧 、 撮 影 等 若 し く は 施 設 等 の 利 用 を 中 止 さ せ る こ

と が で き る 。

一 偽 り そ の 他 不 正 の 行 為 に よ り 許 可 を 受 け た と き 。
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二 許 可 を 受 け た 目 的 に 反 し て 博 物 館 資 料 の 閲 覧 、 撮 影 等 を 行 い 、 又 は 施 設 等 を 利 用 し た と き 。

三 暴 力 団 の 利 益 に な る と 認 め ら れ る と き 。

四 前 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 付 け ら れ た 条 件 に 違 反 し た と き 。

五 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 こ の 条 例 若 し く は こ れ に 基 づ く 教 育 委 員 会 規 則 に 違 反 し 、 又 は 第 五 条 の 指 示

に 従 わ な か っ た と き 。

（ 観 覧 料 ）

第 十 二 条 博 物 館 に 入 館 し 、 展 示 さ れ た 博 物 館 資 料 を 観 覧 し よ う と す る 者 は 、 別 表 第 二 に 定 め る 額 の 観 覧 料 を 納

付 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 観 覧 料 は 、 前 納 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 知 事 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 使 用 料 ）

第 十 三 条 博 物 館 資 料 の 利 用 者 又 は 施 設 等 の 利 用 者 は 、 別 表 第 三 に 定 め る 額 の 使 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 使 用 料 は 、 第 八 条 又 は 第 九 条 の 許 可 の 際 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 知 事 が 特 に 必 要 が あ る

と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 博 物 館 協 議 会 ）

第 十 四 条 博 物 館 法 第 二 十 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 博 物 館 に 三 重 県 総 合 博 物 館 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ）

を 置 く 。

（ 組 織 ）

第 十 五 条 協 議 会 は 、 委 員 十 五 人 以 内 で 組 織 す る 。

２ 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 教 育 委 員 会 が 任 命 す る 。

一 学 校 教 育 及 び 社 会 教 育 の 関 係 者

二 家 庭 教 育 の 向 上 に 資 す る 活 動 を 行 う 者

三 学 識 経 験 の あ る 者

四 前 三 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 教 育 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 者

３ 委 員 の 任 期 は 、 二 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。

４ 委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。

５ 第 一 項 の 場 合 に お い て 、 男 女 の い ず れ か 一 方 の 委 員 の 数 は 、 委 員 の 総 数 の 十 分 の 四 未 満 と な ら な い も の と す

る 。 た だ し 、 教 育 委 員 会 が や む を 得 な い 事 情 が あ る と 認 め た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 会 長 及 び 副 会 長 ）

第 十 六 条 協 議 会 に 、 会 長 及 び 副 会 長 各 一 人 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。

２ 会 長 は 、 協 議 会 の 会 務 を 総 理 し 、 協 議 会 を 代 表 す る 。

３ 副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き は そ の 職 務 を 代 理 し 、 会 長 が 欠 け た と き は そ の 職 務 を 行 う 。

（ 会 議 ）

第 十 七 条 協 議 会 の 会 議 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 会 議 」 と い う 。 ） は 、 会 長 が 招 集 し 、 議 長 と な る 。

２ 会 議 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 開 く こ と が で き な い 。

３ 会 議 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。

（ 罰 則 ）

第 十 八 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 五 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。

一 第 五 条 の 指 示 に 従 わ な か っ た 者

二 第 六 条 の 規 定 に よ る 入 館 の 拒 否 又 は 退 館 の 命 令 に 従 わ な か っ た 者

三 第 七 条 の 手 続 を し な い で 入 館 し 、 展 示 さ れ た 博 物 館 資 料 を 観 覧 し た 者

四 第 八 条 の 許 可 を 受 け な い で 博 物 館 資 料 の 閲 覧 、 撮 影 等 を 行 っ た 者

五 第 九 条 の 許 可 を 受 け な い で 施 設 等 を 利 用 し た 者

六 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 許 可 の 取 消 し 又 は 中 止 処 分 に 従 わ な か っ た 者

（ 他 の 条 例 と の 関 係 ）

第 十 九 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 三 重 県 税 外 収 入 通 則 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 条 例 第 十 三 号 ） に 定 め

る 事 項 に つ い て は 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 二 十 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 博 物 館 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 又 は 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 五 月 十 八 日 ま で の 間 に お い て 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 三 項

の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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（ 三 重 県 立 博 物 館 条 例 の 廃 止 ）

２ 三 重 県 立 博 物 館 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 条 例 第 四 十 九 号 ） は 、 廃 止 す る 。

（ 準 備 行 為 ）

３ こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。

別 表 第 一 （ 第 四 条 関 係 ）

別 表 第 二 （ 第 十 二 条 関 係 ）

備 考
一 基 本 展 示 の 団 体 の 欄 に 掲 げ る 額 は 、 観 覧 者 が 二 十 人 以 上 の 団 体 を 構 成 し て い る 場 合 の 当 該 構 成 員 （ 団 体

の 引 率 者 を 含 む 。 ） 一 人 当 た り の 観 覧 料 を い う 。

二 特 別 企 画 展 示 と は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る 特 別 な 企 画 に よ る 展 示 を い う 。

三 年 間 パ ス ポ ー ト 券 と は 、 交 付 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 に お い て 、 基 本 展 示 及

び 企 画 展 示 を 観 覧 す る こ と が で き る 券 を い う 。

別 表 第 三 （ 第 十 三 条 関 係 ）

備 考 使 用 時 間 に 一 時 間 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 は 一 時 間 と す る 。

区 分 利 用 時 間

基 本 展 示 室 企 画 展 示 室 交 流 展 示 室 午 前 九 時 か ら 午 後 五 時 ま で

交 流 活 動 室 こ ど も 体 験 展 示 室 実 習 室 資 料 閲 覧 室 三 重 の 実 物

図 鑑 レ ク チ ャ ー ル ー ム レ フ ァ レ ン ス カ ウ ン タ ー 午 前 九 時 か ら 午 後 七 時 ま で

区 分

観 覧 料

基 本 展 示 企 画 展 示 及 び 特 別

企 画 展 示

年 間 パ ス ポ ー ト 券

に よ る 観 覧個 人 団 体

小 学 生 、 中 学 生 、 高 校 生 及 び

こ れ ら に 準 ず る 者

― ― 展 示 等 を 行 う の に

要 す る 費 用 を 勘 案

し て そ の 都 度 知 事

が 定 め る 額

―

大 学 生 及 び こ れ に 準 ず る 者 三 〇 〇 円 二 四 〇 円 一 、 〇 〇 〇 円

一 般 五 〇 〇 円 四 〇 〇 円 一 、 六 〇 〇 円

区 分 使 用 料

博 物 館 資 料 一 回 に つ き 、 一 点 五 、 〇 〇 〇 円 以 下 の 範 囲 内 に お い て 知 事 が 定 め る 額

交 流 展 示 室 一 時 間 に つ き 一 、 八 九 〇 円

レ ク チ ャ ー ル ー ム 一 時 間 に つ き 一 、 六 八 〇 円
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